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 12.1 はじめに

　自動車は，伝統的なそれ（人間が操縦することで走行が可能となる車両）と，自
動運転車（車両操縦の一部又は全部が，人間ではなく自動運行装置という機械によ
り代替可能な車両）に分類することができる．自動運転車の公道での利用は，近時
の現象であり，自動車の安全運転を確保するための法体系は，基本的に伝統的な自
動車を想定して整備されている．この法体系を支える基本的法律は，道路運送車両
法，道路交通法と，自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
（自動車運転死傷行為等処罰法）である．以下，各法律の趣旨と規制内容を概観し
た後，飲酒運転対策，危険運転対策及び自動運転車の利用に伴う法整備の現状につ
いて説明する．

 12.2 道路運送車両法

道路運送車両法は，自動車の登録，保安基準，点検，整備，検査，整備事業など
を定める法律である．
同法にいう「道路運送車両」とは，自動車，原動機付自転車及び軽車両を意味す
る（同法 2条 1項）．同法は，自動車の登録（同法 4条以下）と検査（同法 58条）
の制度を設け，自動車の整備及び整備事業等について規定する．同法は，保安基準
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を定め，これに適合する自動車，原動機付自転車及び軽車両1でなければ運行の用
に供することができないことも規定している（同法 40条以下）．
同法は 2020年 4月に改正され，公道での自動運転に必要となる自動運行装置を
定義した．すなわち，自動運行装置とは，国土交通大臣が付する条件（走行環境条
件）で使用する場合において，運転者の操作に係る認知，予測，判断，操作に係る
能力の全部を代替する機能を有するものである（同法 41条 2項）2．

 12.3 道路交通法

12.3.1　同法の趣旨
道路交通法（以下，「道交法」と呼ぶ）は，道路における危険防止や交通の安全・
円滑を図り，道路の交通に起因する障害を防止することを目的とした法律である．

12.3.2　道路の意義
道路とは，道路法 2条 1項に規定する道路，道路運送法 2条 8項に規定する自動
車道及び一般交通の用に供するその他の場所一般交通の用に供するその他の場所を
いう．これは，いわゆる公道（不特定の人や車が自由に通行できる道路）であり，
高速自動車国道，一般国道，都道府県道，市町村道が含まれる（道路法 3条）．道
路法上の道路には，私道（個人や法人が所有する土地の一部に道路として設置され
た領域）は含まれない．他方で，私道（又は私有地）も，不特定の人や車が自由に
通行できる状態になっていれば，道交法 2条 1項の道路に該当する3．

12.3.3　車両の意義
道交法は，道路における車両の利用に係る安全を確保するための法律である．同
法は，車両を，自動車，原動機付自転車，軽車両及びトロリーバスをいうと定義し
たうえで（同法 2条 1項 8号），自動車等を定義している（同法 2条 1項 9号以下）．
車両諸元については，道路法，道路交通法及び道路運送車両法，それぞれの目的

1  軽車両とは，原動機を持たない車両である（同法 2条 4項）．原動機付きバイクは，原動
機付自転車であるが，自転車（電動アシスト自転車を含む），人力車，馬車，リヤカーは，
軽車両である．

2 自動運行装置の概要に係るチャートは，後出の図 12.2～12.4のとおりである．
3 最判昭和 44年 7月 11日．
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に応じて，車両の幅，長さ，重量等につき規定されている．基本的な車両諸元に関
する，これらの法令の規定を比較すると，図 12.1のとおりである［1］．

12.3.4　反則金制度
趣旨
　道路交通法の反則金制度は，比較的軽微な交通違反を犯した場合に，一定期間内
に反則金を納めることで刑事処分を回避可能にする制度である．反則金は，刑事罰
ではなく，行政罰である．行政罰は，道路交通の安全を確保するための制裁金であ
り，刑事罰を科される場合とは異なり，対象者に前科はつかない．

図 12.1　各法令による車両諸元に関する規定［1］．
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手続の概要
反則金制度は，警察官による道交法違反者の認知及び反則の告知，違反者による

反則金の仮納付及び納付という手続に従ってなされる．以下，その概要を説明する4．
　すなわち，交通反則通告制度の対象となる道交法違反をすると，これを現認した
警察官から違反者に対して，違反現場で「交通反則告知書（いわゆる青キップ）」
とともに「反則金仮納付書」が交付される．反則金は，違反行為がなされた地域を
所管する警察本部長からの通告に従い，支払うことになる（道交法 127条）．反則
金を，警察官や交通巡視員が行った告知のあとに速やかに支払うことを，仮納付と
いう（道交法 129条）．
仮納付書の期限内に反則金を納付すれば，手続きは終了する．仮納付書の期限を
徒過した場合は，違反者は，交通反則通告センターに出頭し，通告書と納付書を受
領する．違反者は，通告書と納付書を受領した日を含めて 11日以内に銀行，郵便
局にて反則金を納付しなければならない（道交法 128条）．この納付により手続は
終了し，違反者は，刑事裁判や家庭裁判所での審判を免除される（道交法 130条）．
違反者が反則金を納付しない場合，当該事案は，道交法違反事件として刑事手続
の対象となる（道交法 130条）．検察官が違反者を起訴すれば刑事裁判が開始され
る．道交法違反事が認定され有罪判決が確定すれば，違反者（すなわち，被告人）
には刑事罰が科されることになる．
　無免許運転，酒酔い運転等は，悪質な道交法違反であり，違反者の刑事責任を問
う必要がある．そこで，無免許運転，酒酔い運転等は，交通反則通告制度の対象と
なる道交法違反から除外されている（道交法 125条 2項）．

自転車による交通違反に対する制度案
　警察庁は，悪質で危険な自転車による交通違反に対して，青切符を交付して反則
金を納付させる制度の導入を検討している．2023年 11月 10日現在では，同制度
の適用年齢を 16歳以上とする案が取りまとめられている．
対象となる違反行為としては，自動車等についても反則行為とされている「信号
無視」や「一時不停止」等の約 110種類のほか，「普通自転車の歩道徐行等義務違
反」等の自転車に固有の違反行為 5種類が想定されている［2］．なお，「酒酔い運転」
「妨害運転」等のとくに悪質な違反行為二十数種は同制度案の対象外とされる．

4 手続の詳細については，道交法第 9章，125条以下を参照．
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 12.4 飲酒運転対策

12.4.1　飲酒運転の動向
飲酒運転は，非常に危険な運転である．飲酒により，体内のアルコール濃度が一
定の数値を超えると，自動車を安全に運転する能力が低下し，自分や他人の生命，
身体を危険にさらす可能性が高まるからである．そこで，飲酒運転は，法律上禁止
されており，禁止に反して飲酒運転をすると罪にも問われる．
　このような飲酒運転の危険性は，運転免許を取得する際にも学び，誰もが知って
いることだが，飲酒運転による悲惨な事故は，減少傾向にあるとはいえ，現在も発
生し続けている．
　日本国内の飲酒運転による死亡事故の発生件数は，2000年の 1276件をピークに，
2021年に至るまで減少を続けている［3］．
警察庁が公表したデータ［4］によると，2022年中の飲酒運転による交通事故件数は，

2167件で，前年と比べて減少（前年比－31件，－1.4％）した．そのうち，死亡事
故件数は，120件で，こちらも前年と比べて減少（前年比－32件，－21.1％）した．
　飲酒運転による死亡事故は，2002年以降，累次の飲酒運転の厳罰化，飲酒運転
根絶に対する社会的気運の高まり等により大幅に減少してきたが，2008年以降は
減少幅が縮小している．
飲酒運転の死亡事故率（死亡事故件数÷交通事故件数× 100％）は，飲酒なしの
死亡事故率の約 7.1倍と極めて高く［4］，飲酒運転による交通事故は死亡事故につな
がる危険性が高い．そこで，飲酒運転を減少させることは，いまなお重要な交通安
全対策上の課題である．

12.4.2　法改正による対応
　政府も，飲酒運転の撲滅に向けて，多くの対策を講じてきた．たとえば，道路交
通法では，飲酒運転をした者を処罰する規定が改正され，刑罰が引き上げられた［5］．
また，（2001年に新設された刑法 208条の 2第 1項前段で規定され，2013年の自動
車運転死傷行為処罰法制定時に同法に移された）危険運転致死傷罪により，アル
コールの影響で正常な運転が困難な状態であることを知りつつ，運転を開始し，
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よって人を死傷させた者は，より重く処罰されるようになった5．
　これらの法整備は，飲酒運転により多くの人命が一度に失われた悲惨な事故が相
次いで生じ，社会問題となったことを受けての対応であった．たとえば，東名高速
事件（1999年 11月 28日）では，トラックの運転手が飲酒後に運転し，先行する
普通乗用車に自車を衝突させ，乗用車に乗っていた幼い姉妹が死亡し，運転席と助
手席にいた両親も重傷を負った．トラック運転手には業務上過失致死傷罪（刑法典
に規定された罪）で懲役 4年の有罪判決が下されたが6，この量刑を巡って社会的
な議論が起こった．その動きが，その後の，危険運転致死傷罪の制定（2001年）
に大きな影響を与えた．その後，2006年 8月 25日に，福岡市職員であった男が飲
酒運転をし，先行する車両（被害車両）に追突したため被害車両が博多湾に転落し，
被害車両に同乗していた 3児が死亡した事件（福岡海の中道大橋事件）では，被告
人（乗用車の運転者）に，危険運転致死傷罪と道路交通法違反の成立が認められ，
両罪を併合した懲役 20年の刑が最高裁において確定した7．
　こうした事故を踏まえ，上記の新たな法制度が施行されると，しばらくの間は，
飲酒運転による事故は，全体としては減少に転じた．しかし，その後も，悪質な飲

5 以下に，飲酒運転に関する刑事法，行政法上の措置の概要を示す［6］．

違反の種類 罰則（法律） 行政処分

酒気帯び運転（1）
（呼気 1L中のアルコール濃度）
0.15mg以上 0.25mg未満

3年以下の拘禁刑
　または
50万円以下の罰金
（道路交通法）

免許停止 90日

酒気帯び運転（2）
（呼気 1L中のアルコール濃度）
0.25mg以上

3年以下の拘禁刑
　または
50万円以下の罰金
（道路交通法）

免許取り消し
欠格期間 2年

酒酔い運転 5年以下の拘禁刑
　または
100万円以下の罰金
（道路交通法）

免許取り消し
欠格期間 3年

危険運転致死傷罪　
負傷事案

15年以下の拘禁刑
（自動車運転死傷行為処罰法）

免許取り消し
欠格期間 5-8年

危険運転致死傷罪　
死亡事案

1年以上 20年以下の拘禁刑
（自動車運転死傷行為処罰法）

免許取り消し
欠格期間 5-8年

6 東京高判平成 13年 1月 12日判例時報 1738号 37頁．
7 最決平成 23年 10月 31日刑集 65巻 7号 1138頁．
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酒運転による死傷事故は発生している．たとえば，北海道では，飲酒した者が自動
車を暴走させて多くの人名が失われる事件が，相次いで生じてきた8．
こうした状況は，飲酒運転者を処罰する法律の改正，整備が，効果的でなかった
ことを意味するものではない．飲酒運転が大変危険で悪質な運転であることは，免
許取得者なら誰でも知っているはずの基本事項である．先の法律の整備は，飲酒運
転が，どれだけ悪質で非難されるべき行為であるかの再確認を目指したものであっ
た．そのための罰則の引き上げ等は，正しい対応であり，また，所期の目的も，相
当程度，達成されているといえる．しかし，飲酒運転の発生件数をさらに削減すべ
く，飲酒運転の危険性と悪質性の広報は，今後とも続けていく必要がある．

12.4.3　今後の課題
　飲酒運転を撲滅するための意識改革の前提として，社会意識の向上が望まれる．
これはすでに，国，地方自治体によってなされているところである．
　警察庁は，飲酒運転に対する罰則を強化する際に，飲酒運転の悪質性と，その予
防が，最終的には，国民各人の意識にあることを強く訴えている［7］．
地方自治体でも，たとえば，福岡県や北海道では，条例により，飲酒運転の撲滅
に向けて，運転者，彼らに酒類を提供する可能性がある飲食店等事業者，及び，飲
酒運転によって被害を受ける可能性がある社会全体が，毅然として，飲酒運転を拒
絶すべきことを宣言している［8，9］．
　こうした広報活動は，すぐには効果を上げないかもしれない．しかし，飲酒運転
の予防には，飲酒運転が，運転者として最低限のルールすら守れない恥ずべき行動
である点を各人に再認識させることから，取り組むしかない．そこで，社会全体で
の飲酒運転撲滅活動は，さらに強化される必要がある．

8  たとえば，2014年 7月 13日に発生した，小樽ドリームビーチ事件（飲酒運転により，海
水浴帰りの女性 3人が死亡し，1人が重傷を負った事件．札幌地裁は，運転者に危険運転
致死傷罪により懲役 22年の判決を宣告．運転者（被告人）は札幌高裁に控訴するも棄却．
最高裁も上告を棄却した）や，2015年 6月 6日に発生した，砂川市一家 5人死傷事件（信
号がある十字路交差点で，青信号で進入した被害者が運転する軽ワゴン車の真横に，右手
から来た赤信号無視の被告人 Aが運転する自動車が猛スピードで衝突し，その衝撃で軽ワ
ゴン車は真横に約 60m飛ばされ，一家 5人が死傷した事件．衝突した自動車の運転者 A
は，仲間の Bと飲酒した後に，競うように公道上でスピード違反をして，事故に至ってい
た．札幌地裁は，被告 A，Bに，危険運転致死傷罪の成立を認め，それぞれ懲役 23年の有
罪判決を宣告．両被告は控訴したが，札幌高裁は控訴を棄却し，最高裁も上告を棄却した）
が挙げられる．
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 12.5 危険運転対策

12.5.1　自動車運転死傷行為等処罰法の制定
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」は，2013年に
成立し，2014年 5月 20日に施行された．この法律は，（故意による）危険な自動
車の運転により，人を死傷させる行為の処罰を，刑法典とは別個に整理しようとす
るものである．

12.5.2　自動車運転死傷行為等処罰法の制定の背景と改正の経過
2001年当時，交通事故により被害者を傷害又は死亡させた者は，刑法 211条の

業務上過失致死傷罪で処罰されていた（その法定刑は，5年以下の懲役若しくは禁
錮又は 100万円以下の罰金9）．事故の際に，無免許運転や飲酒運転等の道路交通法
違反が併合罪加重されたとしても，処断刑の上限は 5年の 1.5倍を超えることはで
きなかった（刑法 47条）．
この状況下で，12.4.2節で前述した東名高速事件（1999年 11月 28日）のように，
多量の飲酒の後に酩酊運転をして複数の子供等，多数の者を死亡させるという悲惨
な事故が発生した．そこで，上記の法定刑ないし処断刑では，適切な刑事責任を問
えないことが問題となり，より重い法定刑を有する犯罪の制定が検討されることに
なった．
その結果，2001年には刑法 208条の 2として，危険運転致死傷罪が新設され
た10．その後，2007年には，刑法 211条 2項に「自動車運転過失致死傷罪」が追加
され，法定刑が，7年以下の懲役若しくは禁錮又は 100万円以下の罰金に引き上げ
られた．

2013年には，上記「自動車運転過失致死傷罪」及び「危険運転致死傷罪」が刑
法典から削除され，新たに特別法として成立した「自動車の運転により人を死傷さ
せる行為等の処罰に関する法律（自動車運転死傷行為処罰法）」の中に危険運転致

9  2022年刑法改正により，従来の懲役刑と禁錮刑は，2025年 6月までに「拘禁刑」に一本
化されることとなった．本稿では，危険運転致死傷罪等の当初の法定刑を示す場合には懲
役刑と記載したうえで，今後の法適用を見据えて，拘禁刑という表記を用いることがある．

10  その法定刑は，被害者を負傷させた場合が 15年以下の懲役，死亡させた場合が 1年以上
20年以下の有期懲役であり，厳罰化が実現された．
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死傷罪（同法 2条）及び過失運転致死傷罪（同法 5条）11が規定された（両罪の法
定刑に変化はない）．同法は，2014年に施行された．
さらに，2020年には，自動車運転死傷行為処罰法の「危険運転致死傷罪（同法 2

条）」の改正がなされ，いわゆる，危険行為としての，あおり運転が，新 5号及び
6号として 2条に追加された（両者の法定刑に変化はない）．これに伴い旧 5号と
旧 6号はそれぞれ 7号と 8号に繰り下げられた．

12.5.3　危険運転の種類
　危険運転の種類は，同法 2条各号において，次の各類型が規定されている12．

1号：アルコール又は薬物影響類型
2号：制御困難高速度類型
3号：無技能類型
4号：通行妨害目的，直前侵入等接近類型
5号：通行妨害目的，停止等接近類型（2020年新設）
6号：通行妨害目的，高速道路類型（2020年新設）
7号：赤信号殊更無視類型

11  「自動車」との表現が削除されたのは，自動車運転死傷行為等処罰法の中で，「自動車」運
転過失致死傷罪と規定する必要がなくなったからであり，犯罪の規定内容に変更はない．

12  より具体的にいえば，同法 2条は，危険運転（その結果として，人が死傷した場合に，当
該結果と供に処罰されるべき運転行為）として，以下のものを規定している．

 一　飲酒又は薬物摂取により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
 二　進行制御困難な高速度で自動車を走行させる行為
 三　進行を制御する技能を有しない（未熟な者が）自動車を走行させる行為
 四　 人又は車の通行を妨害する目的で，走行中の自動車の直前に進入するなどして，通行

中の人又は車に著しく接近し，かつ，重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を
運転する行為

 五　 車の通行を妨害する目的で，走行中の車（重大な交通の危険が生じることとなる速度
で走行中のものに限る）の前方で停止し，その他これに著しく接近することとなる方
法で自動車を運転する行為

 六　 高速道路等において，自動車の通行を妨害する目的で，走行中の自動車の前方で停止
し，その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより，走
行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為

 七　 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し，かつ，重大な交通の危険を生じさ
せる速度で自動車を運転する行為

 八　 通行禁止道路を進行し，かつ，重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転す
る行為
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8号：通行禁止道路進行類型

12.5.4　あおり運転に係る 5，6号新設の背景
　2020年の同法改正の契機となったのは，2017年 6月 5日に発生した，いわゆる
「東名高速道路あおり運転事故」である．これは，東名高速道路の追越し車線で，
被告人の車が被害者の車を強引に停車させたうえ，被害者に暴行を加えたところ，
直後に後ろから来たトラックが被害者の車に追突する事故を起こし，被害者夫婦が
死亡し，子供 2人が負傷したという事案である．そこでは，速度 0km/h（車を走
行させていない状態（停止状態））が原因で死傷事故を起こした場合にも自動車運
転死傷行為処罰法の危険運転致死傷罪（同法 2条）が適用できるかが争われた．
同法 2条 4号は「交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」と規定

しているが，被告人の車は速度 0km/hで停止していたため，被告人に危険運転致
死傷罪を問うのは困難とも思われた．第一審裁判所は，被告人が，高速道路上にお
いて 4回にわたり進路妨害を繰り返し被害者車両を停車させた一連の行為は，被害
者車両に対する（その後続から走行してきた車両による）追突事故を誘発したもの
であって，被害者の死亡と因果関係があるとして，危険運転致死傷罪の成立を認め
た．第二審裁判所は，第一審の訴訟手続に法令違反があったとして第一審判決を破
棄し，審理は第一審裁判所に差し戻された．差戻後第一審判決も妨害運転と事故の
因果関係を認め，危険運転致死傷罪の成立を認定したが，弁護側が控訴した．そこ
で同事件は，未だ終結していない．なお，上記の同法 2条 5，6号は，同事件後に
改正されたものであり，同事件には遡及適用されない．

12.5.5　危険運転致死傷罪が成立しない場合の対処
　危険運転致死傷罪は，危険運転により，被害者に傷害又は死亡の結果が生じた場
合に成立する．被害者の死傷という結果が生じなかった場合には，危険運転致死傷
罪ではなく，道交法所定の犯罪が成立する．
　たとえば，あおり運転がなされたが人が死傷しなかった場合には，2020年改正
道交法で新設された妨害運転罪の適用が考えられる．同法 117条の 2の 2・11号は，
他の車両等の通行を妨害する目的で，同号所定の運転をした者を，3年以下の懲役
又は 50万円以下の罰金で処罰するものである．また，同法 117条の 2・6号は，同
法 11条違反（行列等の通行妨害としてのあおり運転）により著しい交通の危険を
生じさせた者を，5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金で処罰することとした．
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 12.6 自動運転の利用に対応するための法改正

12.6.1　自動運転の展開に係る日本政府の取り組み
　日本政府は，自動運転の技術を，SAEの示すそれに従いつつ，レベル 3以上の
技術の公道での利用を目指して，取り組んでいる．その模様を，国土交通省が公表
しているチャートを用いて示すと，図 12.2～12.4のとおりである［10，11，12］．

12.6.2　2019年改正道交法改正
　2019年改正道交法13は，いわゆるレベル 3［13］の自動運転技術を，世界で最初に認
めた．ただし，車両内にいる者（Passenger, P）が常に運転者（Driver, D）とされ，
自動運転中も周辺監視義務を解除されないと整理された．これが，レベル 3と評価
される制度なのかについては，国際的には議論がある．
　レベル 2以下の走行しかできない伝統的車両の乗員（P）であって運転席に座っ

別紙１自動運転車の定義及び政府目標

【例】自動で止まる
（自動ブレーキ）

前のクルマに付いて走る（ACC） 車線からはみ出さない
（LKAS）

*1 （株）SUBARUホームページ *2 日産自動車（株）ホームページ *3 本田技研工業（株）ホームページ
*4 福井県永平寺町実証実験 *5 CNET JAPANホームページ

*1 *2 *3

ACC： Adaptive Cruise Control,  LKAS: Lane Keep Assist System

○○特特定定条条件件下下ににおおけけるる自自動動運運転転
特定条件下においてシステムが運転を実施
（当該条件を外れる等、作動継続が困難な場合は、システム
の介入要求等に対してドライバーが適切に対応することが必要）

ドド
ララ
イイ
ババ
ーー
にに
よよ
るる
監監
視視

シシ
スス
テテ
ムム
にに
よよ
るる
監監
視視

システムが前後・左右のいずれかの車両制御を実施○○運運転転支支援援

○○完完全全自自動動運運転転
常にシステムが運転を実施

○○特特定定条条件件下下ににおおけけるる完完全全自自動動運運転転
特定条件下においてシステムが運転を実施
（作動継続が困難な場合もシステムが対応)

レレベベルル１１

レレベベルル２２

限定地域での無人自動運転移動サービ
ス（2020年まで）※

高速道路におけるレベル３の自
動運転（2020年目途）※

政府目標

高速道路でのレベル４の自動運転（2025年目途）※

*4

レレベベルル５５

レレベベルル４４

レレベベルル３３

※官民ITS構想・ロードマップ2020（令和２年７月 IT総合戦略本部（本部長 内閣総理大臣）決定）にて規定

○○高高度度なな運運転転支支援援
【例】高速道路において、

①車線を維持しながら前のクルマに付いて走る（LKAS+ACC）
②遅いクルマがいればウインカー等の操作により自動で追い越す
③高速道路の分合流を自動で行う

ベンツSクラス
（2017年8月 型式指定）

システムが前後及び左右の車両制御を実施

*5

場所（高速道路のみ等）、天候（晴れのみ等）、速度など自動運転が可能な条件
この条件はシステムの性能によって異なる

特特定定条条件件下下ととはは・・・・・・

ホンダ レジェンド
（2020年11月 型式指定）

図 12.2　自動運転車の定義及び政府目標［10］．

13 令和元年法律第 20号．
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改正道路運送車両法
の成立（19.5）

・国連WP２９におけるこれまでの国際議論も踏まえつつ、「自動運行装置」の国内基準を策定・施行
・引き続き国際議論をリードするとともに、国際基準が成立した場合には、速やかに同基準を国内導入

自動運行装置の保安基準等の概要（省令・告示等）

自動運行装置のON/OFFの時刻

運転者が対応可能でない状態となった時刻 等

を６ヶ月間にわたり（又は２５００回分）記録できること

引継ぎ警報を開始した時刻

(1) 申請者は、場所、天候、速度など自動運転が可能となる状況等を記載した申請書等を国土交通大臣に提出

(2) 国土交通大臣は当該状況における自動運行装置の性能が保安基準に適合すると認めたときは条件を付与
（付与書を交付）

自自動動運運行行装装置置のの保保安安基基準準

走走行行環環境境条条件件のの付付与与手手続続きき

・自動運転車であることを示すステッカー

を車体後部に貼付（メーカーに要請）

基基本本
ススタタンンスス

１．性能 (1) 走行環境条件内において、乗車人員及び他の交通の安全を妨げるおそれがないこと

(2) 走行環境条件外で、作動しないこと

(3) 走行環境条件を外れる前に運転操作引継ぎの警報を発し、運転者に引き継がれるまでの間、安全運行を継続するとともに、

引き継がれない場合は安全に停止すること

(4) 運転者の状況監視のためのドライバーモニタリングを搭載すること

(5) 不正アクセス防止等のためのサイバーセキュリティ確保の方策を講じること 等

そそのの他他

• 実証実験と同様に、無人移動サービス車の実用化等においても基準緩和認定制度（ハンドル、アクセルペダル等）を活用できるよう措置 等

基準策定までの車両安全のための
ガイドライン策定（18.9）

改正道路運送車両法・
保安基準（省令）の施行（20.4）

○改正概要（保安基準関係）

・国が定める保安基準の対象装置に「自動運行装置」を追加
・自動運行装置が使用される条件（走行環境条件）※を国土交通大臣が付与 等

※場所（高速道路のみ等）、天候（晴れのみ等）、
速度など自動運転が可能な条件。
この条件はシステムの性能によって異なる

パブリックコメント（19.12）

２．作動状態
記録装置

３．外向け
表示

国国内内基基準準
策策定定のの取取組組

別添１

図 12.3　自動運行装置の保安基準等の概要［11］．

自動運行装置の概要

主な走行環境条件
1. 道路状況及び地理的状況

(道路区間) 高速自動車国道、都市高速道路及びそれに接続される又は接続される予定の自動車専用道路
（一部区間を除く）

(除外区間/場所) 自車線と対向車線が中央分離帯等により構造上分離されていない区間
急カーブ、サービスエリア・パーキングエリア、料金所など

2. 環境条件
(気象状況) 強い雨や降雪による悪天候、視界が著しく悪い濃霧又は日差しの強い日の逆光等により自動

運行装置が周辺の車両や走路を認識できない状況でないこと
(交通状況) 自車が走行中の車線が渋滞又は渋滞に近い混雑状況であるとともに、前走車及び後続車が

自車線中心付近を走行していること

3. 走行状況
(自車の速度) 自車の速度が自動運行装置の作動開始前は約30km/h未満、作動開始後は約50km/h

以下であること
(自車の走行状況)    高精度地図及び全球測位衛星システム(GNSS(Global Navigation Satellite System))

による情報が正しく入手できていること
(運転者の状態) 正しい姿勢でシーベルトを装着していること
(運転者の操作状況) アクセル・ブレーキ・ハンドルなどの運転操作をしていないこと

開発
状況等

高速道路本線上での渋滞時の自動運転を提供

名称：トラフィックジャムパイロット(TJP)

周辺の交通状況監視から解放され
運転負荷を軽減

※※本本田田技技研研工工業業(株株)提提供供

別紙３

図 12.4　自動運行装置の概要［12］．
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ている者は運転者（D）であったところ，この意味での Dに課せられてきた基本的
義務（道交法第 70条所定の安全運転義務）は，2019年改正道交法によれば，レベ
ル 3相当での走行可能とされる車両の Pに対しても，解除されていない［14］．
　自動運転技術のレベル 3とは，自動運転中のシステムに，例外的な事態に対処す
るために乗員（P）に対して運転を代わるよう要請する（Take-over request，TOR）
余地を残しているものの，そのような事態にならない限りはレベル 4相当の状態，
すなわちシステムが車両の挙動をすべて制御する自動運転を実現しているものであ
る．このようなレベル 4及びこれを超えるレベル 5の技術14は，Pに，車両による
移動中の時間を自由に利用可能にするために追求されてきた．この趣旨からは，レ
ベル 4（および，レベル 4が実現されている，TO前のレベル 3）の際に，Pに車両
周辺の監視義務や，システムの挙動の監視義務，TORに対応できる態勢保持義務
を課すことは，レベル 3の概念と矛盾するものであろう．
　他方で，2019年改正道交法の整理は，政策的には，支持される余地がある．自
動運転に係る技術を公道で利用する際には，（1）自動運転中の車両内にいる者（P）
の利便性（経過時間の有効活用の可能性）向上とともに，（2）当該自動運転車の安
全な走行確保の双方が要請される．2019年改正道交法が導入した制度では，（1），
（2）双方の観点（あるいは，（2）に重点を置く観点）からは，現実的な政策立案と
しての評価することも不可能ではない．

12.6.3　2022年改正道交法改正
概説
　2022年改正道交法15は，自動運転のレベル 4を許可する制度を創設した．そこで
は，運転者がいない「運行」が特定自動運行として整理され，自動運行装置による
自律的な運行の実施を，特定自動運行実施者（及び特定自動運行主任者と現場措置
業務実施者）が監視する制度が創設された（図 12.5）．特定自動運行も，概念的に
は「運転」に含まれるから，誰が運転者であるのかが確認されるべきだが，日本で
は，この点への学術的な関心は低い．

14  レベル 4は，ODD（Operational Design Domain，自動運転システムが作動する前提となる
走行環境条件であり，運行設計領域と訳される）内でのみ自動運転を実現する技術である．
レベル 5は，ODDが全走行過程に及んだ場合の自動運転技術である．

15 令和 4年 4月 27日法律第 32号．
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特特定定自自動動運運行行のの許許可可制制度度ののイイメメーージジ

ＯＤＤ(※)

BUS

特定自動運行実施者

都道府県公安委員会
申申請請書書（（特特定定自自動動運運行行計計画画））のの提提出出

許許可可

特定自動運行主任者

遠遠隔隔監監視視
※遠隔監視の代わりに車内に特定自動

運行主任者を配置することも可能

遠隔監視装置の作動状態を確認
交通事故発生時には、
・消防機関に通報する措置
・現場措置業務実施者を交通事故の現場に
向かわせる措置

・警察官への交通事故発生日時等の報告 など

配配置置

遠隔監視装置

許可基準の⑤について、

意意見見聴聴取取

市町村の長

をした上で許可を判断
① 自動車が特定自動運行を行うことが

できるものであること。

② 特定自動運行がＯＤＤ（※）を満たして
行われるものであること。

③ 特定自動運行実施者等が実施しな
ければならない道路交通法上の義務
等を円滑かつ確実に実施することが
見込まれるものであること。

④ 他の交通に著しく支障を及ぼすおそ
れがないと認められるものであること。

⑤ 人又は物の運送を目的とするもので
あって、地域住民の利便性又は福祉
の向上に資すると認められるもので
あること。

許可基準（概要）

行行政政処処分分法令違反をした場合等には

（（地地域域のの理理解解））

※ ODD：Operational Design Domain（走行環境条件、使用条件）
ある自動運転システムが作動するように設計されている特定の条件（走行ルート、時間帯、天候等）。

自動運行装置

※このほか、許可基準の①・②について
国土交通大臣等に意見聴取

＜特定自動運行主任者の義務＞

＜特定自動運行実施者の義務＞

特定自動運行計画の遵守
特定自動運行業務従事者に対する教育
特定自動運行中は、その旨の表示 など

政府目標：官民ITS構想・ロードマップ2020

移動サービスに係る自動運転の市場化・サービス実現のシナリオ

2022年度頃 廃線跡などの限定地域で遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスの実現

2025年目途 限定地域での無人自動運転移動サービスの全国普及

※「自家用車」や「物流サービス」(トラック)については、2025年度頃に高速道路
での自動運転(レベル4)の実現が位置付けられている。

（2020.７ 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部等決定）

短短期期
((22002211年年度度～～22002222年年度度頃頃ままでで))

中中期期
((22002233年年度度～～22002255年年度度頃頃ままでで))

長長期期
((22002266年年度度以以降降))

移移動動ササーービビスス

全全国国各各地地域域でで高高齢齢
者者等等がが自自由由にに移移動動

ででききるる社社会会

全全国国各各地地域域でで高高齢齢
者者等等がが自自由由にに移移動動

ででききるる社社会会

公道実証
・遠隔地
・過疎地域等

限定地域での無人自動運転
移動サービス(レベル4)

※対象地域・ODD、サービス内容・範囲の拡大

限定地域での
遠隔監視のみの無人自動運転移動サービス

特特定定自自動動運運行行にに係係るる許許可可制制度度のの創創設設ににつついいてて

＜背景＞
2022年度目途に限定地域での遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスの実現に向けた制度整備を図るなど、自動運転の更なる推進を図る必要
（「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年11月19日閣議決定）等）

（1） 特定自動運行の許可

（2） 許可を受けた者（特定自動運行実施者）の遵守事項

（3） 自動運転システムで対応できない場合の措置

• レベル４に相当する、運転者がいない状態での自動運転（特定自動運行）を行おうとする者は、都道府県公安委員会の許可が必要
• 許可を受けようとする者は、下記（2）及び（3）の実施方法等を記載した特定自動運行計画を都道府県公安委員会に提出
• 都道府県公安委員会は、許可をしようとするときは、特定自動運行の経路を区域に含む市町村の長等から意見を聴取

• 特定自動運行計画に従って特定自動運行を実施
• 遠隔監視装置を設置し、遠隔監視を行う者（特定自動運行主任者）を配置（特定自動運行主任者が乗車している場合を除く）
• 特定自動運行主任者等に対する教育を実施

• 警察官の現場における指示に従う必要がある場合、交通事故の場合等には、特定自動運行主任者等による対応を義務付け

（4） 行政処分等

• 都道府県公安委員会は、特定自動運行実施者等が法令に違反したときは、指示、許可の取消し等を行うことができる
• 警察署長は、特定自動運行において交通事故等があったときは、許可の効力の仮停止ができる

図 12.5　特定自動運行の許可制度［15］．
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特定自動運行の意義
特定自動運行は，「道路において，自動運行装置（当該自動運行装置を備えてい
る自動車が第 62条に規定する整備不良車両に該当することとなったとき又は当該
自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件（道路運送車両法第 41条
第 2項に規定する条件をいう．以下同じ．）を満たさないこととなったときに，直
ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る．）を
当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車
を運行すること（当該自動車の運行中の道路，交通及び当該自動車の状況に応じて
当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く．）」と定義された16．特定
自動運行は，特定自動運行計画を都道府県公安委員会に提出し17，同委員会が許可
することにより18，可能となる19．許可に際して，都道府県公安委員会は，特定自動
運行の経路を区域に含む市町村の長等から当該運送が地域住民の利便性または福祉
の向上に資すると認められるかにつき意見を聴取することを求めることとされてい
る20．都道府県公安委員会は，特定自動運行実施者またはその特定自動運行業務従
事者が，命令又は処分に違反等した場合には，特定自動運行実施者に対して指示，
許可の取消しまたは許可の効力の停止を行うことができる21．また，道路における
危険防止の緊急の必要がある場合には，警察署長は，許可の効力の仮停止をするこ
とができる22．
特定自動運行により旅客の運送に加えて，貨物の運送も可能となった23．
以上の意味での「特定自動運行」は，運転ではなく「運行」として整理されたの
で，特定自動運行の実現に関与する者は，運転又は運転者に課せられている道交法
上の義務を負わないことになった．

16 道交法第 2条第 17の 2号．
17 道交法第 75条の 12第 2項第 2号．
18 道交法第 75条の 13第 1項．
19 道交法第 75条の 12第 1項．
20 道交法 75条の 13第 2項第 2号．
21 道交法第 75条の 26，第 75条の 27．
22 道交法第 75条の 28．
23  道交法第 75条の 12第 2項第 2号．特定自動運行による貨物運送のあり方については，後
述参照．
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特定自動運行主任者，現場措置業務実施者，特定自動運行実施者
　特定自動運行の実現に関与すべき者として，2022年改正道交法は，特定自動運
行主任者，現場措置業務実施者，特定自動運行実施者という主体を創設した．以下
では，それぞれの役割について確認する．

特定自動運行主任者　特定自動運行主任者は，これを遠隔に配置することも，車両
に乗車させることも可能である24．特定自動運行主任者は，自動運行装置の作動状態
を特定自動運行中，監視する義務があり，自動運行装置が正常に作動していないと
認めたときは直ちに特定自動運行を終了させるための措置を講じなければならない25．

現場措置業務実施者　特定自動運行により交通事故が生じた場合に備えて，特定自
動運行実施者は，現場措置業務実施者を指定する26．交通事故が発生した場合，特
定自動運行実施者は，消防や警察への通報や現場措置業務実施者の現場への派遣等
を行わなければならない27．現場に派遣された現場措置業務実施者は，道路におけ
る危険防止に必要な措置等を講じなければならない28．交通事故が発生した場合に，
特定自動運行主任者が当該自動車に乗車していた場合には，同人が事故発生を警察
官に通報し，負傷者を救護等する義務を負う29，30．

特定自動運行実施者の意義　特定自動運行主任者及び現場措置業務実施者は，特定
自動運行実施者の使者と捉えることができるが，彼らを用いて車両を制御する主体
である特定自動運行実施者は，当該車両の運転者なのではないか，すなわち，運転
者がいない走行とはいえないのではないかが問題となる．

2022年改正道交法は，特定自動運行を「運転」ではなく「運行」とすることで，
「運転」に必須の概念である運転者の認定という問題を回避した．そのため，（運転

24 道交法第 75条の 20第 1項．同第 1号は遠隔配置の場合の留意事項を規定する．
25 道交法第 75条の 21第 1項．
26 道交法第 75条の 19第 3項．
27 道交法 75条の 23第 1項．
28 道交法 75条の 23第 2項及び第 5項．
29 道交法第 75条の 23第 3ないし 5項．
30  特定自動運行実施者の，その他の義務については，道交法第 75条の 20第 2項，第 75条
の 22を参照．
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者ではない）特定自動運行実施者や特定自動運行主任者には，危険運転致死傷罪や
過失運転致死傷罪は適用されない．しかし，たとえば監視義務を負う特定自動運行
主任者が「飲酒又は薬物摂取により正常な監視が困難な状態」あるいは「監視する
技能を有しない（未熟な）」状態で，特定自動運行に関与した結果，人の死傷とい
う結果が生じた場合に，彼らを，それらの罪で処罰しなくてよいのかは，十分には
検討されていない．今後の立法的課題であろう．
（運転者が必要となる）「運転」と（運転者が不要とされる）「運行」の区別は，
国内法では可能とも思われるが，この整理を，道交法の上位法源である条約に違反
せずに行うには，当該条約に，加盟国の国内法によるこの種の整理を許容する規定
が存在しなければならない31．
　2022年改正道交法が創設した特定自動運行実施者は，その使者である特定自動
運行主任者に，特定自動運行に供せられた車両の運行状況を遠隔監視させるが，特
定自動運行を実現させるべき自動運行装置（ADS）は，車両の故障又は ADSの機
能限界が生じた際には，車両を直ちに自動的に安全に停止させるものとされてい
る32．ADSの機能限界等に際して，車両を停止させることは，当該車両に係る
Minimum Risk Manoeuvre （MRM）の終了を意味する．このように，ADSがMRM

を行い，人間である特定自動運行主任者はMRMに関与しないのであれば，レベル
4が実現されていることになる．他方で，特定自動運行実施者という遠隔運転者に
よる「運転」が承認されたとの評価も，可能であろう．いずれの評価が適切かは，
遠隔運転者の概念の検討を通じてなされるべき，今後の課題である．

31  ウイーン条約には，加盟国が国内法で，運転者不在の運行を認める旨，設定することを，
許容する規定が追加された（ウイーン条約第 34bis条第 1項は，自動運転車が国内の技術
的規制と国内の走行規制関係法令に合致していれば，運転者の存在という要件は充たすと
規定する）．他方で，日本が加盟するジュネーブ条約には，ウイーン条約第 34bis条第 1項
に対応する規定は存在しない．したがって，日本において，ウイーン条約に加盟するドイ
ツの 2021年改正道交法が導入した技術的監督者（die Technische Aufsicht）に類する概念
（特定自動運行実施者は，これに該当しうる）を導入することは，厳密にいえば条約に抵
触する．他方で，ジュネーブ条約加盟国の間で，ウイーン条約第 34bis条第 1項と同様の
解釈に基づく国内法上の制度整備をすることにつき合意（resolution 等）が存在するから，
慣習国際法違反を回避できる，と解する余地はある．

32 前掲した，道交法第 2条第 17の 2号．
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 12.7 電動キックボード利用に対応するための法改正

電動キックボードとは，2輪もしくは 3輪以上のタイヤで走行する電動式モー
ターが取り付けられた乗り物である．これは，道交法上の「車両」に該当し，電動
式モーターの定格出力などに応じて「原動機付自転車33」と，普通自動 2輪車など
の「自動車34」に大別される．
電動キックボードは車両であり，従前は運転免許がないと利用（すなわち，乗車）
できなかった．その後，2023年 7月の道交法一部改正により，「原動機付自転車」
の区分が「一般」と「特定小型」に分割され，「特定小型原動機付自転車」という
区分が創設された．そして，16歳以上の者であれば，運転免許がなくても特定小
型原動機付自転車への乗車が可能になった（図 12.6）．
特定小型原動機付自転車の利用につき，運転免許が不要であるのは，特定小型原
動機付自転車が，歩行者や自転車と同程度の速度しか出さず，その運動エネルギー
が自転車のそれを超えることがない点に求められたと考えられる．平均的な歩行速
度は 4km/h前後，自転車の平均的速度は 15～20km/h程度といわれている．一方，
特定小型電動機付自転車の最高速度は 20km/h以下と，自転車と同程度である．
そのため，一般の原動機付自転車と同じ運転免許は必要ないと考えられた結果であ
ろう．
　特定小型原動機付自転車に加えて，特例特定小型原動機付自転車も新設された．
これは，速度が 6km/h以下の特定小型自転車であり，道路標識等により歩道の通
行が許可されている場所での利用が可能となる乗り物である．

33 定格出力 0.6 kW以下，かつ，排気量 0-50CCのもの．
34  定格出力 0.6 kW超，かつ，排気量 50CC超のもの．その中で，普通自動二輪車と大型自
動二輪車の区別がある．
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